
A. 伊達市のまちづくりの“よりどころ”。協働の基本を示すオリジナルの手引きです。
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だってちゃんは、伊達市が千葉県白井市と友好交流協定を締結した際に贈られた、伊達市ゆかりのキャラクターです。

平成22年
＝2010年！

「伊達市協働のまちづくり指針」は、2010（平成22）年に伊達市民の

手により生み出された協働の手引きです。「協働とは何か」「なぜ必要

なのか」「協働で何が変わるのか」。伊達市協働まちづくり推進市民会

議（一般公募を含む市民委員15人）と伊達市職員15人が1年半にわたっ

て協議を重ね、指針としてまとめあげました。

• 2006（平成18）年 伊達市誕生

旧伊達郡伊達町、保原町、梁川町、霊山町、月舘町が合併。伊達

市が誕生しました。

• 2008（平成20）年 伊達市協働のまちづくり推進市民会議発足

市民の立場で新しいまちづくりを検討する場として、伊達市協働のま

ちづくり推進市民会議が発足しました。

• 2010（平成22）年 「伊達市協働のまちづくり指針」公表

14回の全体会議と12回のグループ会議での検討を経て、

「伊達市協働のまちづくり指針」が策定されました。

「伊達市協働のまちづくり指針」では、協働が農作業になぞらえられ、

「風をおこす」「種をまく」「畑をつくり育てる」「実り」の順でわか

りやすく示されています（全20ページ、本文16ページ）。

公表から15年。東日本大震災やコロナ禍を経て、また人口減少や少子

高齢化、スマホ、SNS、AIの発達などに伴う社会の変化を受け

て、私たちの協働はこれからど

こに向かうのか。

あらためて考える時期を迎え

ているといえます。

←「伊達市協働のまちづくり指針」
全編ダウンロード（PDF）はこちらから
伊達市HP「伊達市協働のまちづくり指針」

「伊達市協働のまちづくり指針」
策定の経緯

【フードドライブ】
今回初めての企画。台所の

「もったいない…」を活かす
チャンス！
同時上映「フードドライブ

がつなげる笑顔」もご覧くだ
さい。

【福祉事業所販売会】
楽しいお買い物タイム…の

裏側は、どうなっているのか
な？
同時上映「伊達市福祉事業

所販売会のバックヤード」も
ご覧ください。

【展 示】
手作りの展示から、活動の

様子が直に伝わります。
イベント終了後は、市内で

巡回展示を行います（一部）。

【イベント: 交流＆座談会】
テーマは本号で特集した

「伊達市協働のまちづくり指
針」。感じたこと、思ったこ
とを自由に話しましょう。
申し込み不要。どなたでも

ご参加いただけます。

【イベント:
地域おこし活動報告会】

地域の“助っ人”たちの、笑
いあり、涙ありの活躍ぶりを
聞いてみよう。

【チラシ解説】

12/10（水）-15（月）あつまれ「だてな活動」
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民の満足を得ることは困難になってきました。

そこで、結び合い支えあって地域を築いてきた歴史に立ち返り、市

民と行政が新しい公共を担い合い、まちづくりに取り組むことが必要

になったのです。

⚫ 市民協働の環境づくり

「協働」という新しい取り組みを実現するためには、その中核となる市民活動支援センターが

必要になります。設置にあたっては、拠点機能を持った新たな施設を作るのではなく、既存の公

共施設等を利用することが大切です。

また、これまで市民活動の拠点としての役割を担ってきた公民館や図書館などの公共施設は、

今後、身近にある学習や交流の場として充実させていく必要があります。

さらに、地域の課題は中山間地の過疎化問題などのように、より身近な地区で抱えていること

も多くあります。そのため、市民や各種団体が、同じ課題に取り組むことのできる、地域自治組

織などの形成が望まれます。

⚫ 市民と行政の意識改革

市民は行政に頼るだけではなく自らの言動や行動に責任を持ち、協働の担い手として自立することが必要です。

行政は、市民の自主性や自発性を尊重し、市民に対して分かりやすく情報を提供することで説明責任を果たすことが求めら

れます。

市民と行政が対等な立場にあり信頼関係を築くことで、組織や地域を超えた交流が生まれ豊かな人の輪が広がります。

⚫ 協働の担い手を育む

まちづくりの担い手は、わたしたち市民と行政です。

“まちづくりの原点は人づくり”といわれるように、まちづくりの成功の鍵は、その担い手の確保にかかっています。新たな

人材を発掘し、育成していくような環境を作っていくことが大切になります。

12月12日（金）13：30～15:30
「あつまれだてな活動 交流＆座談会」
テーマは「伊達市協働のまちづくり指針」
です。ぜひご参加ください。

「伊達市協働のまちづくり指針」
↓全編ダウンロード（PDF）はこちらから↓
伊達市HP「伊達市協働のまちづくり指針」

協働のまちづくり

市民と行政が、良好なパートナーとして信頼関係を築き、対等な立

場でお互いの特徴を生かしながら役割を担い合う。そして、地域の公

共的課題の解決に向けて共に行動して、よりよいまち（地域）をつ

くっていくことが「協働のまちづくり」です。

⚫ 指針の4つの構成

指針の構成は、農作業をイメージして「風をおこす」から始まり、「種を

まく」「畑をつくり育てる」そして、その成果としての「実り」までを示し、

わかりやすい表現と市民の目線に立つことを心がけてつくられています。

⚫ なぜ協働が必要なの？

少子高齢化社会の到来、国からの財源配分の大幅削減や地域社会を取り巻

く環境の変化、そこに住む人々の価値観や生活スタイルの多様化などのいろ

ろいろな問題から、これまでのように行政が公共サービスの全てを担い、市

【概要版】
A4仕上がり観音折り
（A4で8ページ）


